
 

令和 8(2026)年度春の市民一斉美化運動(不法投棄撲滅運動)実施要領 
 

１ 実施目的 

地域環境の美化と資源の有効利用を推進するとともに、市民の快適な環境づくりに

対する意識の高揚を図る。 

また、近年大きな問題となっている、プラスチックごみによる海洋環境汚染につい

て、那須塩原市からのプラスチックごみ海洋流出を防止するため、陸上で散乱した

ごみの清掃活動を推進する。 

 

２ 実施日時 

令和８（2026）年５月３１日（日） 

※ 午前１０時までに指定の集積所に搬入願います。 

（塩原地区は、午前９時３０分までに搬入願います。） 

※ 雨天時も各集積所の収集は行います。 
 

３ 実施場所 

各地域内の道路脇等 

 

４ 実施内容 

地域内の道路脇等の不法投棄物の収集及び清掃 

 

５ 実施方法 

⑴ 収集品目 

①可燃ごみ、②缶、③茶びん、④その他びん、⑤不燃ごみ（発火性危険ごみを含

む）、⑥粗大ごみ、⑦処理困難物（特定家電製品・タイヤ等） 

※ ①～⑤は分別してボランティア袋に入れてください。 

⑵ 収集物の搬入 

別紙集積所一覧で指定された集積所に上記のとおり分別し、搬入してください。 

収集は午前１０時から開始します（塩原地区のみ午前９時３０分から収集を開始し

ます）。 

 

６ 実施に当たって 

1 作業中の事故等について 

一斉美化運動の作業実施に当たっては、傷害保険に加入しておりますが、作業時

間以外や作業範囲（公園、道路脇等）以外での事故、第三者への加害事故の場合

等は保険適用にならない場合があります。危険を伴う作業は避けて、事故や怪我

のないよう十分気を付けて作業をお願いします。万が一、事故等が発生した場合

は、速やかにサーキュラーエコノミー課へ連絡してください。 

2 クマ対策について 

令和７年度以降、市街地においてもクマの目撃情報が複数寄せられています。１

人では作業しない、人けのない場所では作業しない等、実施する場合は可能な限

りの対策を講じていただきますようよろしくお願いいたします。 

 

７ 実施結果報告 

令和８(2026)年６月１２日（金）までに実施結果報告書を、自治会長が取りまとめ

てサーキュラーエコノミー課、西那須野支所、塩原支所又は箒根出張所のいずれか

の窓口に提出してください。FAX 又は電子メールも可能です。 



 

８ 注意事項 

【５月３１日以外の日に実施する場合】 

統一行動日（５月３１日）以外の収集は行いません。ボランティア袋を使用して通

常の家庭ごみと同様に分別し、少量ずつごみステーションに出してください。 

ごみの収集日までは、ごみステーションには出さず、各自保管してください。ま

た、ごみステーションに出せないごみ（粗大ごみ、処理不適物等）の不法投棄を発

見した場合は、回収せずにサーキュラーエコノミー課に連絡してください。 

 

【那須塩原クリーンセンターに直接搬入する場合】 

事前に次の内容をサーキュラーエコノミー課に連絡してください。 

① 一斉美化運動で回収したごみであること。 

② ごみの種類（可燃、不燃、粗大ごみ等）、ごみの量 

※ ５月３１日（日）に那須塩原クリーンセンターへ直接搬入する場合は、 

午前１０時から午前１１時までの間に搬入してください。 

 

９ 令和７（2025）年度秋の市民一斉美化運動実績（市内全域） 

参加人数 13,695 人 

回収量 

・ 可燃ごみ ５.４ｔ 

・ 不燃ごみ ２.０ｔ 

  皆さんの協力で多くのごみが回収できました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
【問合せ先】 

サーキュラーエコノミー課 

ＴＥＬ ０２８７－６２－７１４４ 

ＦＡＸ ０２８７－６２－７２０２ 

【５月３１日：問合せ先】 

一斉美化本部（午前９時３０分以降） 

ＴＥＬ ０９０－３３１５－８８８３ 


